
安八郡安八町外善光字神田３４３５番

低層住宅地

農家住宅、一般住宅
、小工場等が混在す
る住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 50 50 低層住宅地

-

｢調区｣(60,160)

町の経済動向は、特大工場の撤退、閉鎖と言う悲観面と、複数の
工場の進出、スマ－トＩＣ開通と言う楽観面が混じっている。

市街化調整区域内宅地の規制強化により、市場性の向上が阻害さ
れている。

個別的要因に変動はない。

土地利用規制等から変化に乏しい地域である。本件の試算価格は比準価格のみである。収益還元法は土地利用規制からアパ
ートの想定は無理であり、賃貸市場が成立していないので適用を断念した。地域及びその周辺は利便性が劣位で、土地利用
規制からも自用目的での取引が殆どである。よって、本件は説得性、有用性の高い比準価格を採用し、東隣の羽島市の市街
化調整区域内に所在する地価公示標準地からの比較検討も踏まえ、鑑定評価額を上記の如く決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧来からの集落地域ではあるが、農家住宅、一般住宅、小工場等が混在する様相である。取引は地縁、血縁関係が主で、外
部からの新規参入は殆ど見られない。地域要因の変化に乏しく、当分は現状を維持程度と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 19,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

19,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

羽島 11

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.9

-1.3

-17.5

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

穂積駅
南西方 10km

穂積
10km

(8)

南西3.5m町道

｢調区｣
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位北、３．
５ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

502

( )

⑨法令上の規制等

1:2.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 30.0  ｍ、　規模 450  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

19,300 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

16,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.5 ％ ％

84.6 ］

98.8［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 30 平成 30年 7月 23日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 30年 1月]

平成 30年 7月 2日 正常価格

平成 30年 7月 15日平成 30年 7月 1日

9,690,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 19,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、安八町及び大垣市墨俣町地区の市街化調整区域内の住宅を主体とする地域と判定する。閉鎖的な旧来からの
集落内で、厳しい土地利用規制が加わり、需要者は同一需給圏内の居住者等が大半を占め、圏外からの転入者は殆ど見られ
ない。これを反映して宅地需要は弱く、土地取引は必要に応じて行われる程度で低調である。よって、合理的な取引市場の
欠如等から、土地取引の中心となる価格帯の把握は困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

安八（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

安八（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

寺崎不動産鑑定事務所

寺崎　博男



安八郡安八町南今ケ渕字中筋４７６番４

低層住宅地

一般住宅等の中に農
地も見られる住宅地
域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 80 50 0 低層住宅地

-

１中専(60,200)

当町の人口は微減傾向であるが、市街化区域内の住宅地域は安定
的な動きである。特に役場周辺は動態的とも言える様相である。

役場に近い等、利便性が高く、需要は底堅い。周辺地域において、
宅地供給が比較的目立つ。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は収益性よりも快適性等を重視した戸建住宅を主体とする地域であり、大半は自己使用目的の取引である。収益還
元法については、対象基準地の画地の状況等を考慮し、共同住宅を想定することが非現実的と判断し適用を断念した。よっ
て、市場の実態を反映した比準価格を採用し、同一地点となる地価公示代表標準地価格からの変動状況も勘案して、鑑定評
価額を上記の如く決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

役場、幹線道路に近く利便性の高い一般住宅地域である。近隣地域内では地域要因に特段の変動要因はないが、周辺も含め
て堅実な動向である。地価は、全般的な不動産情勢下、緩やかな下落基調と把握する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 42,400円／㎡

公示価格 42,000円／㎡

標準地番号 安八 1-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

穂積駅
南西方 8.3km

穂積
8.3km

(8)

北7.5m町道

１中専
(60,200)

（その他）　　　　

役場に近い住宅地域 基準方位北、７．
５ｍ町道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

157

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 17.0  ｍ、　規模 170  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

41,900 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2 -0.2％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 30 平成 30年 7月 23日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 30年 1月]

平成 30年 7月 2日 正常価格

平成 30年 7月 15日平成 30年 7月 1日

6,580,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 41,900 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は当町の住宅地域を中心に、隣接の大垣市墨俣町の住宅地域も含むと判定する。需要者は町内及び周辺市町の一
次取得者層が大半を占め、圏外からの新規転入者は少ない。需給動向としては、対象地は役場等に近く利便性が高い地域で、
相対的に人気がある。町全体的にはスマ－トＩＣの開設、特大工場の閉鎖等、明暗が混在している。需要の中心価格帯は、
土地の総額は７００万円前後、新築戸建住宅は２，０００万円～２，５００万円程度と把握する。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

安八（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

安八（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

寺崎不動産鑑定事務所

寺崎　博男



安八郡安八町大明神字宮裏１９１番２外

低層店舗住宅併用地

県道沿いに大型店舗
、小規模店舗が混在
する路線商業地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 200 0 30 低層店舗住宅併用地

-

近商(80,200)

町の経済動向は、特大工場の撤退、閉鎖と言う悲観面と、複数の
工場の進出、スマ－トＩＣ開設と言う楽観面が混じっている。

新規参入は見られないが、それなりに健闘していると認識する。

個別的要因に変動はない。

地域は路線商業地としての性格を保有するも、主に近隣住民を対象とした個人経営程度の店舗等が多い。市場では商業熟成
が不十分であること等から、収益性の追求より市場価格を重視して取引されるのが通常の姿と認識する。よって、本件にお
いては実際の成約価格から求め指標性が高い比準価格を標準とし、収益価格を参酌して、地価公示の代表標準地との要因の
比較検討も踏まえて、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

店舗
Ｓ１

安八町中央部で、幹線道路沿いの商業地域である。近くの広域的な大型商業施設に顧客が流れ、収益性が低下していると推
察する。これを反映して、全般的な景気の回復下、地価下落に歯止めがかかっていない。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 46,600円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

45,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

羽島 4

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+1.9

-4.4

+8.5

+7.2

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

穂積駅
南西方 8.8km

穂積
8.8km

(8)

南西14m県道､東側道

近商
(80,200)

（その他）　　　　
(90,200)

役場に近い商業地域 １４ｍ県道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

714

( )

⑨法令上の規制等

不整形
2:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

45.0  ｍ、　奥行　約 18.0  ｍ、　規模 800  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

46,400 円／㎡

25,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

52,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.9 ％ ％

113.3 ］

99.6［ ］ 99.8［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 30 平成 30年 7月 23日　提出

宅地-1

+5.0

-5.0

角地

不整形

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 30年 1月]

平成 30年 7月 2日 正常価格

平成 30年 7月 15日平成 30年 7月 1日

32,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 45,700 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主に当町及び周辺市町の幹線道路沿いの商業地域と判定する。主な需要者は地元の近隣住民を対象とした個
人商店及び広域展開を図る沿道サービス店舗等の経営者である。景気の回復が進んでいるが、当地域への影響の程度は弱く、
特に発展要因は見られない。しかし、衰退傾向とまでは言い難い。こうした状況の中で、市場分析が出来るほどの取引は見
当たらず、成約価格も区々で、明確な市場価格を見出し難い。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

安八（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

安八（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第３

業者名

印不動産鑑定士氏名

寺崎不動産鑑定事務所

寺崎　博男
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